
連合官公部門連絡会は、政府が一方的に示す「大枠」に対して、
私たちのめざす「公務員制度改革」を提言しました。
現在、この「提言」を実現させるため、緊急署名などの取り組みを進めています。
この取り組みを組合員に十分に理解・協力してもらうため、清刷りを作成しました。
機関紙、職場ニュースなどにご活用下さい。

教宣担当者の皆さんへ



２２１１世世紀紀ににふふささわわししいい
公公共共ササーービビススののたためめにに、、
民民主主的「「公公務務員員制制度度改改革革」」をを
めめざざししまますす。。

連連合合官官公公部部門門連連絡絡会会
労労働働基基本本権権確確立立・・公公務務員員制制度度改改革革対対策策本本部部

公務員制度改革は“現場”から

労働基本権を確立し、労使交渉に基づくシステムの実現を



「
キ
ャ
リ
ア
制
度
」を
廃

止
、「
天
下
り
」は
禁
止

キ
ャ
リ
ア
を
頂
点
と
す

る
特
権
的
・
閉
鎖
的
な
官

僚
制
度
は
、
時
代
へ
の
適

応
力
を
失
う
と
と
も
に
、

数
々
の
不
祥
事
の
温
床
と

な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
本
位
の
行
政
シ
ス

テ
ム
を
確
立
す
る
た
め
に

は
、
キ
ャ
リ
ア
制
度
を
廃

止
し
、
多
様
な
人
材
の
確

保
と
育
成
シ
ス
テ
ム
、
公

平
・
公
正
で
透
明
な
基
準

に
応
じ
た
昇
進
・
処
遇
制

度
な
ど
、
役
割
や
職
務
の

責
任
に
よ
る
公
務
員
制
度

を
設
計
す
べ
き
で
す
。

ま
た
、
政
官
財
の
ゆ
着

に
よ
る
既
得
権
益
擁
護
の

構
造
を
断
つ
た
め
に
は
、

い
か
な
る
形
で
あ
っ
て
も

「
天
下
り
」
を
全
面
的
に

禁
止
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
そ
し
て
、
第
三
者
機

関
が
厳
格
な
基
準
と
審
査

を
行
う
形
の
再
就
職
シ
ス

テ
ム
を
導
入
す
る
べ
き
で

す
。

●
連
合
官
公
部
門
の
「
提
言
」

現
場
か
ら
、公
務
員
制
度

改
革
を
め
ざ
す

連
合
官
公
部
門
連
絡
会

は
、
五
月
十
四
日
、「
公
務

員
制
度
の
民
主
的
で
抜
本

的
な
改
革
に
む
け
た
私
た

ち
の
提
言
」
を
発
表
し
ま

し
た
。

「
提
言
」
で
は
、
二
十

一
世
紀
の
社
会
に
ふ
さ
わ

し
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
実

現
す
る
た
め
「
国
民
の
視

点
に
立
っ
て
公
務
員
制
度

を
抜
本
的
に
見
直
す
必
要

が
あ
る
」
と
、
国
民
と
日

常
的
に
接
し
、
国
民
の
ニ

ー
ズ
を
理
解
し
て
い
る

「
現
場
」
発
の
公
務
員
制

度
改
革
を
す
す
め
る
こ
と

を
訴
え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
国
際
労
働
基

準
か
ら
大
き
く
遅
れ
て
い

る
公
務
員
の
労
働
基
本
権

の
全
面
的
な
確
立
を
求
め

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
労

使
間
の
団
体
交
渉
で
賃
金

・
労
働
条
件
を
決
め
る
制

度
を
確
立
し
よ
う
と
い
う

も
の
で
す
。

●
連
合
官
公
部
門
の
「
提
言
」

労
働
基
本
権
と
市
民
的

権
利
の
確
立

Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
定
め
て
い
る

国
際
労
働
基
準
か
ら
大
き

く
遅
れ
て
い
る
公
務
員
の

労
働
基
本
権
の
確
立
を
め

ざ
し
ま
す
。

使
用
者
の
立
場
に
あ
る

も
の
や
、
公
権
力
を
直
接

行
使
す
る
一
部
の
職
員
を

除
く
す
べ
て
の
公
務
員
に

団
結
権
、
協
約
締
結
権
を

含
む
団
体
交
渉
権
、
争
議

権
を
保
障
す
る
よ
う
求
め

て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
賃
金
・
労
働

条
件
な
ど
は
、
労
使
対
等

の
立
場
で
団
体
交
渉
を
行

っ
て
決
め
る
制
度
に
改
め

ま
す
。
さ
ら
に
、
人
事
行

政
の
基
本
方
針
な
ど
を
幅

広
く
話
し
合
い
、
労
使
の

意
思
疎
通
を
は
か
る
た

め
、
労
使
協
議
制
度
の
法

制
化
を
求
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
服
務
制
度
」
で

制
限
さ
れ
て
い
る
市
民
と

し
て
の
基
本
的
権
利
の
保

障
を
求
め
ま
す
。

●
連
合
官
公
部
門
の
「
提
言
」



労
働
基
本
権
の
あ
り
方
は

あ
い
ま
い
な
ま
ま

政
府
「
大
枠
」
は
、
労

働
基
本
権
の
代
償
措
置
と

い
わ
れ
る
人
事
院
の
縮
小

・
解
体
を
提
起
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
労
働
基
本

権
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、

「
公
務
員
制
度
全
般
に
わ

た
る
抜
本
的
な
検
討
を
す

す
め
る
な
か
で
、
労
働
基

本
権
制
約
の
在
り
方
と
の

関
係
も
十
分
に
検
討
す

る
」
と
述
べ
て
い
る
だ
け

で
、
具
体
的
な
改
革
の
方

向
を
示
し
て
い
ま
せ
ん
。

労
働
基
本
権
の
確
立
を
明

確
に
示
す
べ
き
で
す
。

さ
ら
に
、
民
間
企
業
の

制
度
を
基
に
し
た
人
事
・

給
与
制
度
が
検
討
さ
れ
、

職
務
給
の
原
則
や
人
事
院

に
よ
る
級
別
定
数
が
廃
止

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、「
信
賞
必

罰
」
と
い
う
名
目
で
、
人

事
管
理
権
の
拡
大
・
強
化

を
図
る
た
め
の
も
の
で

す
。

●
こ
こ
が
問
題
、
政
府
の
「
大
枠
」

「
国
民
」と「
現
場
」か
ら
離

れ
た
、一
方
的
改
革

政
府
・
行
革
推
進
事
務

局
は
、三
月
二
十
七
日「
公

務
員
制
度
改
革
の
大
枠
」

を
発
表
す
る
と
と
も
に
、

六
月
中
に「
基
本
設
計
」を

ま
と
め
る
た
め
の
検
討
作

業
を
進
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
、こ
の「
大
枠
」

は
、
国
家
公
務
員
の
最
も

重
要
な
役
割
を
、「
国
家
戦

略
の
企
画
立
案
」
と
位
置

付
け
、
そ
れ
を
霞
ヶ
関
の

一
部
の
キ
ャ
リ
ア
官
僚
に

担
わ
せ
る
と
い
う
も
の

で
、
国
民
が
求
め
る
行
政

改
革
や
公
務
員
制
度
改
革

に
応
え
る
と
い
う
姿
勢
は

あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
具
体
的
な
対
応

策
を
示
さ
な
い
ま
ま
で
労

働
基
本
権
制
約
の
「
代
償

措
置
」
と
い
わ
れ
る
人
事

院
の
縮
小
・
解
体
を
行
う

こ
と
や
、「
信
賞
必
罰
」
の

賃
金
制
度
で
人
事
管
理
を

強
め
る
こ
と
を
、
一
方
的

に
提
起
し
て
い
ま
す
。

●
こ
こ
が
問
題
、
政
府
の「
大
枠
」

「
キ
ャ
リ
ア
制
度
」温
存
、

「
天
下
り
」を
緩
和

特
権
的
で
閉
鎖
的
な

「
キ
ャ
リ
ア
制
度
」
を
廃

止
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
国

民
生
活
よ
り
も
国
際
競
争

に
勝
つ
こ
と
を
優
先
し
、

新
た
な
政
策
立
案
集
団
と

し
て
「
国
家
戦
略
ス
タ
ッ

フ
群
」
を
つ
く
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、

あ
た
ら
し
い
政
官
の
ゆ
着

を
生
み
出
し
、
行
政
の
中

立
・
公
正
を
大
き
く
歪
め

る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
国
民
が
厳
し
く

批
判
し
て
い
る
「
天
下

り
」
に
対
し
て
は
、「
厳
格

に
規
制
す
る
」
と
い
い
な

が
ら
、
実
際
に
は
、
人
事

院
の
事
前
承
認
制
度
を
廃

止
し
、
各
大
臣
が
承
認
す

る
制
度
を
提
起
し
て
い
ま

す
。大

臣
は
、
政
治
活
動
を

通
じ
て
営
利
企
業
や
業
界

・
団
体
と
密
接
な
関
係
に

あ
り
、逆
に
規
制
が
緩
和

さ
れ
る
怖
れ
が
あ
り
ま
す
。

●
こ
こ
が
問
題
、
政
府
の
「
大
枠
」



Ｑ 公務員の労働基本権制約とは、

どういうことですか。

Ａ 日本の公務員だけが、

厳しく制限されています。

労
働
基
本
権
と
は
、団

結
権
、団
体
交
渉
権
、争
議

権
の
こ
と
で
す
が
、日
本

の
公
務
員
の
場
合
は
、
こ

の
三
権
が
い
ろ
い
ろ
と
制

約
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
日
本
政
府
は
労
働
組

合
結
成
の
自
由
を
認
め
る

Ｉ
Ｌ
Ｏ
八
十
七
号
条
約
を

批
准
し
て
お
き
な
が
ら
、

消
防
職
員
や
監
獄
職
員
な

ど
の
団
結
権
を
禁
止
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
団
体
交

渉
権
を
保
障
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ

九
十
八
号
条
約
を
批
准
し

て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
除

外
対
象
を
拡
大
解
釈
し
、

非
現
業
公
務
員
の
交
渉
権

を
制
限
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
先
進
国
の
中
で
、

公
務
員
の
争
議
行
為
を
一

律
全
面
的
に
禁
止
し
て
い

る
の
は
日
本
だ
け
で
す
。

連
合
官
公
部
門
は
、
国

際
的
な
労
働
基
準
か
ら
大

き
く
遅
れ
て
い
る
公
務
員

の
労
働
基
本
権
の
確
立
を

め
ざ
し
て
い
ま
す
。

Ｑ 連合官公部門は、公務員制度改革に

どう対応するのですか。

Ａ 「私たちの提言」をまとめて、

政府の「基本設計」に反映させます。

政
府
は
、「
公
務
員
制
度

改
革
」
に
つ
い
て
検
討
を

す
す
め
、
六
月
に
は
「
基

本
設
計
」
と
し
て
、
取
り

ま
と
め
る
と
公
表
し
て
い

ま
す
。

連
合
官
公
部
門
は
、
政

府
の
一
方
的
な
基
本
設
計

づ
く
り
を
許
さ
な
い
た
め

に
、「
労
働
基
本
権
確
立
・

公
務
員
制
度
改
革
対
策
本

部
」
を
設
置
し
、
連
合
と

連
携
し
て
、「
公
務
員
の
労

働
基
本
権
の
確
立
、
国
民

の
た
め
の
民
主
的
な
公
務

員
制
度
改
革
の
実
現
」
を

め
ざ
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
連
合
官

部
門
は
、対
案
と
し
て「
私

た
ち
の
提
言
」を
、ま
た
、

連
合
は
、「
基
本
方
針
」
を

決
定
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
の
提
言
の
実
現
の

た
め
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や

緊
急
署
名
活
動
、
六
・
十

四
全
国
統
一
行
動
な
ど
の

運
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

Ｑ 連合官公部門は、どのような公務員制度

改革を考えているのですか。

Ａ 労働基本権を確立し、民主的な

公務員制度にしたいと考えています。

今
の
公
務
員
制
度
は
、

特
権
的
・
閉
鎖
的
な
面
を

残
し
て
お
り
、
労
働
基
準

も
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
定
め
た
国
際

的
水
準
か
ら
大
き
く
遅
れ

て
い
る
の
で
改
革
が
必
要

で
す
。

そ
の
た
め
、「
二
十
一
世

紀
の
成
熟
し
た
市
民
社
会

に
ふ
さ
わ
し
い
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
担
い
手
」
で
あ
る

公
務
員
の
制
度
を
民
主
的

な
も
の
に
改
革
す
る
こ
と

を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
�
キ
ャ
リ
ア

公
務
員
を
中
心
と
し
た
特

権
的
・
閉
鎖
的
な
制
度
を

改
め
、
民
主
的
で
透
明
性

の
高
い
制
度
に
す
る
、
�

職
員
が
賃
金
・
労
働
条
件

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
決
定
過

程
に
参
加
で
き
る
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
る
、
�
労
働
基

本
権
を
全
面
的
に
確
立
し

て
、
国
際
労
働
基
準
を
達

成
し
た
近
代
的
労
使
関
係

を
つ
く
る
こ
と
な
ど
を

「
提
言
」
し
て
い
ま
す
。

Q&A 公務員制度改革－いま、何がおきているの？Q&A 公務員制度改革－いま、何がおきているの？Q&A 公務員制度改革－いま、何がおきているの？



Ｑ 政府の「公務員制度改革」は、

公務員にどのような影響がありますか。

Ａ 地方公務員、国営企業公務員にも

大きな影響があります。

政
府
の
「
大
枠
」
は
、

直
接
に
は
国
家
公
務
員
の

制
度
を
対
象
と
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、「
大
枠
」
に

は
、「
地
方
公
務
員
制
度
に

つ
い
て
も
、
国
家
公
務
員

制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し

に
準
じ
た
見
直
し
が
必

要
」
と
書
い
て
あ
り
、
地

方
公
務
員
に
も
同
じ
よ
う

な
見
直
し
が
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

さ
ら
に
、
行
革
推
進
事

務
局
は
、
人
事
評
価
に
も

と
づ
く
能
力
、
実
績
主
義

を
強
め
、「
信
賞
必
罰
」
の

人
事
管
理
や
退
職
手
当
の

支
給
方
法
の
見
直
し
も
考

え
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で

は
す
べ
て
の
公
務
員
に
大

き
な
影
響
が
出
て
く
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
連
合
官
公

部
門
は
、「
対
策
本
部
」
を

設
置
し
、対
案
と
し
て「
私

た
ち
の
提
言
」
を
ま
と

め
、
取
り
組
み
を
強
化
し

て
い
ま
す
。

Ｑ 政府「公務員制度改革の大枠」の

ポイントを教えてください。

Ａ 「大枠」は、「公務員の改革」と

「組織の改革」を柱としています。

「
大
枠
」
は
、
改
革
の

基
本
と
し
て
、「
公
務
員
一

人
一
人
の
意
識
・
行
動
原

理
の
改
革
」
と
「
行
政
の

組
織
・
活
動
原
理
の
改

革
」
の
二
つ
を
柱
と
し
て

い
ま
す
。そ
し
て
、信
賞
必

罰
の
人
事
制
度
や
、
国
家

的
見
地
か
ら
の
戦
略
的
な

政
策
立
案
機
能
の
向
上
な

ど
を
提
起
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、こ
の「
大
枠
」

は
、
政
治
主
導
で
一
方
的

に
作
業
が
進
め
ら
れ
て
お

り
、
多
く
の
問
題
が
あ
り

ま
す
。
使
用
者
の
人
事
管

理
権
の
拡
大
・
強
化
を
図

る
一
方
で
、「
天
下
り
」
は

大
幅
に
規
制
緩
和
し
て
い

ま
す
。
労
働
基
本
権
の
代

償
と
い
わ
れ
る
人
事
院
機

能
の
縮
小
・
解
体
を
示
し

な
が
ら
、
労
働
基
本
権
確

立
を
明
確
に
し
て
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、「
国
家
戦
略
ス

タ
ッ
フ
群
」
は
、
キ
ャ
リ

ア
制
度
も
温
存
す
る
も
の

で
す
。

Ｑ どうして、政府・自民党は公務員制度を

改革しようとしているのでしょうか。

Ａ いままでの改革が不十分だったことと、

参議院選挙の材料に使うことが目的です。

一
九
九
六
年
当
時
、
橋

本
総
理
は
六
大
改
革
に
着

手
し
ま
し
た
。
そ
の
一
つ

で
あ
る
行
政
改
革
は
、
二

〇
〇
一
年
一
月
か
ら
一
府

十
二
省
庁
へ
の
中
央
省
庁

再
編
と
し
て
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
公
務

員
制
度
改
革
に
つ
い
て

は
、
不
十
分
だ
っ
た
と
し

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

中
央
省
庁
再
編
に
続
い

て
、「
行
政
を
支
え
る
公
務

員
自
身
の
意
識
・
行
動
様

式
を
変
え
る
」と
、政
治
主

導
で
、
公
務
員
制
度
の
抜

本
的
な
見
直
し
を
行
い
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

自
民
党
の
も
う
一
つ
の

ね
ら
い
は
、
参
議
院
選
挙

対
策
で
す
。
六
月
ま
で
に

公
務
員
制
度
改
革
の
「
基

本
設
計
」
と
特
殊
法
人
な

ど
の
事
業
見
直
し
の
「
中

間
報
告
」
を
ま
と
め
、
七

月
の
参
議
院
選
挙
で
公
務

員
バ
ッ
シ
ン
グ
を
行
お
う

と
し
て
い
る
の
で
す
。

Q&A 公務員制度改革－いま、何がおきているの？Q&A 公務員制度改革 いま、何がおきているの？Q&A 公務員制度改革－いま、何がおきているの？



２１世紀にふさわしい公共サービスのために、
民主的「公務員制度改革」をめざします。

私たち連合官公部門連絡会は、２１世紀にふさわしい公共サービスのために民主的「公務員制度改革」と、

国際労働基準から大きく遅れている公務員の労働基本権の確立をめざします。

連合官公部門連絡会
労働基本権確立・公務員制度改革対策本部

提言１ 労働基本権の確立 提言３ 「キャリア制度」の廃止

提言２ 「天下り」の全面禁止 提言４ 市民的権利の確立

２２１１世世紀紀ににふふささわわししいい公公共共ササーービビススののたためめにに、、
民民主主的的「「公公務務員員制制度度改改革革」」ををめめざざししまますす。。

公務員制度改革は、“現場”から 連合官公部門連絡会

〒１０１－００６２ 東京都千代田区神田駿河台３－２－１１ 総評会館５F
TEL：０３（３２５１）７７９９ FAX：０３（３２５１）７７９４
URL http : //www.rengo-kankoubumon.gr.jp



公務員制度改革は“現場”から

「国民」「現場」不在の、政府「大枠」には
多くの問題点があります。
政府の行革推進事務局は、３月２７日「公務員制度改革の大枠」を発表しました。

しかし、この「大枠」は、国民が求める行政改革や公務員制度改革に応えていません。
各府省大臣の人事管理権限を強める一方、労働基本権の確立には目をむけず、

問題が多い「天下り」の規制を緩和しようとしています。
政府「大枠」の問題点を見抜き、「現場」発の民主的「公務員制度改革」を実現しましょう。

連合官公部門連絡会

公務員制度改革は“現場”から

２１世紀にふさわしい公共サービスのために、
民主的「公務員制度改革」をめざします。
連合官公部門は、５月１４日、「公務員制度の民主的で抜本的な改革に向けた私たちの提言」を

発表しました。「提言」は、「経済社会情勢が大きく変化している今日、
国民の視点に立って、公務員制度を抜本的に見直す必要がある」と、
２１世紀の社会にふさわしい公共サービスの実現を訴えています。

また、労働基本権の全面的な確立による、労使対等の賃金・労働条件決定制度を求めています。

連合官公部門連絡会

６・１４ 全国統一行動に参加しよう
●連合官公部門連絡会 ［中央集会］ 日時：２００１年６月１４日（木）１８時３０分から 会場：東京・日比谷野外大音楽堂

緊急署名活動を成功させよう
●連合官公部門連絡会 署名は、６月１４日（木）、政府に提出します



２２１１世世紀紀ににふふささわわししいい公公共共ササーービビススののたためめにに、、
民民主主的的「「公公務務員員制制度度改改革革」」ををめめざざししまますす。。

連連合合官官公公部部門門連連絡絡会会 〒〒１１００１１－－００００６６２２ 東東京京都都千千代代田田区区神神田田駿駿河河台台３３－－２２－－１１１１ 総総評評会会館館５５FF UURRLL hhttttpp :: ////wwwwww..rreennggoo--kkaannkkoouubbuummoonn..ggrr..jjpp

連連合合官官公公部部門門連連絡絡会会はは、、「「提提言言」」ししまますす。。

連連合合官官公公部部門門連連絡絡会会 〒〒１１００１１－－００００６６２２ 東東京京都都千千代代田田区区神神田田駿駿河河台台３３－－２２－－１１１１ 総総評評会会館館５５FF UURRLL hhttttpp :: ////wwwwww..rreennggoo--kkaannkkoouubbuummoonn..ggrr..jjpp

私たち連合官公部門連絡会は、２１世紀に

ふさわしい公共サービスのために、民主

的「公務員制度改革」と、国際労働基準

から大きく遅れている公務員の労働基本

権の確立をめざします。

提言１ 労働基本権の確立

提言２「天下り」の全面禁止

提言３「キャリア制度」の廃止

提言４ 市民的権利の確立

提言１ 労働基本権の確立

提言２ 「天下り」の全面禁止

提言３ 「キャリア制度」の廃止

提言４ 市民的権利の確立



連合官公部門連絡会
労働基本権確立・公務員制度改革対策本部
〒１０１－００６２ 東京都千代田区神田駿河台３－２－１１ 総評会館５F
TEL：０３（３２５１）７７９９ FAX：０３（３２５１）７７９４
E－mail : rengo－kankouro@ebu.jtuc－rengo.or.jp
URL http : //www.rengo－kankoubumon.gr.jp


